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司法制度改革において示された在るべき法曹像について

司法制度改革審議会意見書（平成１３年６月１２日）（抜粋）

Ⅰ 今般の司法制度改革の基本理念と方向

第２ ２１世紀の我が国社会において司法に期待される役割

２．法曹の役割（p7）

国民が自律的存在として、多様な社会生活関係を積極的に形成・維

持し発展させていくためには、司法の運営に直接携わるプロフェッシ

ョンとしての法曹がいわば「国民の社会生活上の医師」として、各人

の置かれた具体的な生活状況ないしニーズに即した法的サービスを提

供することが必要である。

制度を活かすもの、それは疑いもなく人である。上記のような 21

世紀の我が国社会における司法の役割の増大に応じ、その担い手たる

法曹（弁護士、検察官、裁判官）の果たすべき役割も、より多様で広

くかつ重いものにならざるをえない。司法部門が政治部門とともに「公

共性の空間」を支え、法の支配の貫徹する潤いのある自己責任社会を

築いていくには、司法の運営に直接携わるプロフェッションとしての

法曹の役割が格段と大きくなることは必定である。

国民が、自律的存在として主体的に社会生活関係を形成していくた

めには、各人の置かれた具体的生活状況ないしニーズに即した法的サ

ービスを提供することができる法曹の協力を得ることが不可欠であ

る。国民がその健康を保持する上で医師の存在が不可欠であるように、

法曹はいわば「国民の社会生活上の医師」の役割を果たすべき存在で

ある。

法曹が、個人や企業等の諸活動に関連する個々の問題について、法

的助言を含む適切な法的サービスを提供することによりそれらの活動

が法的ルールに従って行われるよう助力し、紛争の発生を未然に防止

するとともに、更に紛争が発生した場合には、これについて法的ルー

ルの下で適正・迅速かつ実効的な解決･救済を図ってその役割を果た

すことへの期待は飛躍的に増大するであろう。

また、21 世紀における国際社会において、我が国が通商国家、科
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学技術立国として生きようとするならば、内外のルール形成、運用の

様々な場面での法曹の役割の重要性が一段と強く認識される。とりわ

けますます重要性の高まる知的財産権の保護をはじめ、高度な専門性

を要する領域への的確な対応が求められるとともに、国際社会に対す

る貢献として、アジア等の発展途上国に対する法整備支援を引き続き

推進していくことも求められよう。

21 世紀における、以上のような役割を果たすためには、法曹が、

法の支配の理念を共有しながら、今まで以上に厚い層をなして社会に

存在し、相互の信頼と一体感を基礎としつつ、それぞれの固有の役割

に対する自覚をもって、国家社会の様々な分野で幅広く活躍すること

が、強く求められる。

Ⅱ 国民の期待に応える司法制度

第３ 国際化への対応（P53）

21 世紀にあっては、あらゆる意味でグローバル化が進む世界の中

で、我が国が自らの進路を見出していかざるを得ない現実を国民は強

く意識することとなろう。情報通信技術の革新とも相まって、膨大な

情報、資金、物資が国境を越えて頻繁に移動することが常態となり、

国際的な相互依存・影響が格段に強まる。その結果、我々に世界に広

がる活躍機会を開く一方、好むと好まざるとに関わらず、世界規模で

の競争が我が国を巻き込み、更に加速することとなろう。こうした中、

主権国家の枠組み自体は維持されつつも、各国の国境を前提とした諸

制度・慣行の変質あるいは統一化への要請は必然的に強まる。同時に、

社会経済活動が最適地を求めて国を選ぶ傾向を強めることにより、そ

れぞれの国家は、より魅力的で安全な国内環境の整備を目指した「制

度間競争」を強く意識することとなろう。

このような時代において、我が国は、世界的動向に受け身で対応す

るのではなく、国際社会との価値観の共有を深め、公正なルールに基

づく国際社会の形成・発展に向けて主体的に寄与することが一層重要

となる。同時に、我々が自らのうちに多様・異質な意見や生き方を許

容する、独創性と活力に満ちた、自由で公正な社会を、法の支配の理

念の下に形成・維持することが不可欠である。

こうした中、透明かつ公正なルールの下で、ルール違反を的確にチ

ェックするとともに、権利・自由を侵害された者に対し適正迅速な救
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済をもたらす司法の役割を強化し、その国際的対応力を強めることが、

焦眉の課題となる。自由で公正な社会や効率的な市場システムを支え

る適正迅速な紛争解決手段の整備、国際的組織犯罪や各種危機管理へ

の的確な対応、社会の様々な場面での人権の保障、戦略的リスク管理

や法遵守を含むコーポレート・ガバナンスの確立、国家戦略としての

知的財産や情報金融技術への取組み等において、我が国司法（法曹）

が社会のニーズに積極的に対応し、十分な存在感を発揮していくこと

が、我が国社会経済システムの国際的競争力・通用力といった見地か

らも一層強く求められることとなろう。・・・

３．法整備支援の推進（p54）

○ 発展途上国に対する法整備支援を推進すべきである。

発展途上国が経済発展を遂げ、民主主義に基づく豊かで安定した社

会を築き上げるには、経済社会活動の基礎となる法整備が不可欠であ

る。

我が国は、諸外国から近代的な法体系を受け継ぎつつ、国情に即し

た法制度及び運用を確立してきた経験を活かし、民商事法や刑事司法

の分野において、アジア等の発展途上国の研修生の受入れ、専門家の

派遣、現地セミナーの実施等による法整備支援を実施してきた。こう

した支援への取組は、我が国が国際社会の一員としての主体的な役割

を果たす上で重要であるとともに、経済社会のグローバル化が進む中

で、円滑な民間経済活動の進展にも資するものである。

このため、発展途上国に対する法整備支援については、政府として、

あるいは、弁護士、弁護士会としても、適切な連携を図りつつ、引き

続き積極的にこれを推進していくべきである。

また、司法制度等に関する情報を一層積極的に海外へ提供し、共有

していくべきである。

４．弁護士（法曹）の国際化（p55）

○ 弁護士が、国際化時代の法的需要に十分対応するため、専門性

の向上、執務態勢の強化、国際交流の推進、法曹養成段階におけ

る国際化の要請への配慮等により、国際化への対応を抜本的に強
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化すべきである。

・・・

個人の活動領域においても、また、企業の活動領域においても、今

後、国際的な法律問題が量的に増大し、かつ、内容的にも複雑・多様

化することは容易に予想される。このため、弁護士が、国際化時代の

法的需要を十分満たすことのできる質の高い法律サービスを提供でき

るようにすべきである。

このような見地から、弁護士人口の大幅増員、弁護士事務所の執務

態勢の強化、弁護士の国際交流の推進、外国法事務弁護士等との提携

・協働、法曹養成段階における国際化の要請への配慮を進める等によ

り、弁護士の国際化への対応を抜本的に強化すべきである。・・・

Ⅲ 司法制度を支える法曹の在り方（p56）

制度を活かすもの、それは疑いもなく人である。本意見で述べるよ

うな、新たな時代に対応するための司法制度の抜本的改革を実りある

形で実現する上でも、それを実際に担う人的基盤の整備を伴わなけれ

ば、新たな制度がその機能を十分に果たすことは到底望みえないとこ

ろである。

まして、今後、国民生活の様々な場面において法曹に対する需要が

ますます多様化・高度化することが予想される中での 21 世紀の司法

を支えるための人的基盤の整備としては、プロフェッションとしての

法曹（裁判官、検察官、弁護士）の質と量を大幅に拡充することが不

可欠である。

まず、質的側面については、21 世紀の司法を担う法曹に必要な資

質として、豊かな人間性や感受性、幅広い教養と専門的知識、柔軟な

思考力、説得・交渉の能力等の基本的資質に加えて、社会や人間関係

に対する洞察力、人権感覚、先端的法分野や外国法の知見、国際的視

野と語学力等が一層求められるものと思われる。・・・

第１ 法曹人口の拡大

１．法曹人口の大幅な増加（p57）

・・・今後、国民生活の様々な場面における法曹需要は、量的に増

大するとともに、質的にますます多様化、高度化することが予想され
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る。その要因としては、経済・金融の国際化の進展や人権、環境問題

等の地球的課題や国際犯罪等への対処、知的財産権、医療過誤、労働

関係等の専門的知見を要する法的紛争の増加、「法の支配」を全国あ

まねく実現する前提となる弁護士人口の地域的偏在の是正（いわゆる

「ゼロ・ワン地域」の解消）の必要性、社会経済や国民意識の変化を

背景とする「国民の社会生活上の医師」としての法曹の役割の増大な

ど、枚挙に暇がない。・・・

第３ 弁護士制度の改革

１．弁護士の社会的責任（公益性）の実践（p78）

○ 弁護士は、誠実に職務を遂行し、国民の権利利益の実現に奉仕

することを通じて社会的責任（公益性）を果たすとともに、その

使命にふさわしい職業倫理を保持し、不断に職務活動の質の向上

に努めるべきである。

○ 弁護士の公益活動については、その内容を明確にした上で、弁

護士の義務として位置付けるべきである。また、公益活動の内容

について、透明性を確保し、国民に対する説明責任を果たすべき

である。

社会における弁護士の役割は、「国民の社会生活上の医師」たる法

曹の一員として、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現する」(弁護

士法第 1 条第 1 項)との使命に基づき、法廷の内と外とを問わず、国

民にとって「頼もしい権利の護り手」であるとともに「信頼しうる正

義の担い手」として、高い質の法的サービスを提供することにある。

弁護士の社会的責任（公益性）は、基本的には、当事者主義訴訟構

造の下での精力的な訴訟活動など諸種の職務活動により、「頼もしい

権利の護り手」として、職業倫理を保持しつつ依頼者（国民）の正当

な権利利益の実現に奉仕することを通じて実践されると考えられる。

弁護士は、国民の社会生活や企業の経済活動におけるパートナー、公

的部門の担い手などとして、一層身近で、親しみやすく、頼りがいの

ある存在となるべく、その資質・能力の向上、国民との豊かなコミュ

ニケーションの確保に努めなければならない。弁護士は、社会の広範

かつ多様なニーズに一層積極的かつ的確に対応するよう、自ら意識改

革に取り組むとともに、その公益的な使命にふさわしい職業倫理を自
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覚し、自らの行動を規律すべきである。

同時に、弁護士は、「信頼しうる正義の担い手」として、通常の職

務活動を超え、「公共性の空間」において正義の実現に責任を負うと

いう社会的責任（公益性）をも自覚すべきである。その具体的内容や

実践の態様には様々なものがありうるが、例えば、いわゆる「プロ・

ボノ」活動（無償奉仕活動の意であり、例えば、社会的弱者の権利擁

護活動などが含まれる。）、国民の法的サービスへのアクセスの保障、

公務への就任、後継者養成への関与等により社会に貢献することが期

待されている。

・・・

このような見地から、弁護士の公益活動について、弁護士制度を含

む司法制度全体及びこれに関連する諸制度の在り方などの検討を踏ま

えつつ、その具体的な内容やその規範的な意義を明確化した上で、公

益活動を弁護士の義務として位置付けるべきである。また、その活動

内容については、透明性を確保し、国民に対する説明責任を果たすべ

きである。

２．弁護士の活動領域の拡大（p79）

・・・今後は、弁護士が、個人や法人の代理人、弁護人としての活

動にとどまらず、社会のニーズに積極的に対応し、公的機関、国際機

関、非営利団体（NPO）、民間企業、労働組合など社会の隅々に進出

して多様な機能を発揮し、法の支配の理念の下、その健全な運営に貢

献することが期待される。・・・

７．隣接法律専門職種の活用等（p86）

弁護士法第 72 条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件

に関して法律事務を取り扱うことなどを業とすることを禁止してい

る。一方、司法書士、弁理士、税理士、行政書士、社会保険労務士、

土地家屋調査士などのいわゆる隣接法律専門職種は、それぞれの業法

に定められたところに従い、限定的な法律事務を取り扱っている。

弁護士と隣接法律専門職種との関係については、弁護士人口の大幅

な増加と諸般の弁護士改革が現実化する将来において、各隣接法律専

門職種の制度の趣旨や意義、及び利用者の利便とその権利保護の要請

等を踏まえ、法的サービスの担い手の在り方を改めて総合的に検討す

る必要がある。しかしながら、国民の権利擁護に不十分な現状を直ち
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に解消する必要性にかんがみ、利用者の視点から、当面の法的需要を

充足させるための措置を講じる必要がある。・・・


